
こうべ
茅葺
トリセツ



1

神戸市には約８００棟もの茅葺民家が存在します。

古くから大切に受け継がれた伝統を

いまを生きる私たちのスタイルで活用する。

みなさんに安心して活用していただけるよう

建物の安全性に関する法規制をわかりやすくまとめ、

ガイドラインを作成しました。

は じ め に

※本書は神戸市内の茅葺民家を適法に

活用するためのガイドラインです。
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敷地の状況をチェックしよう

都市計画情報を調べよう

市街化区域でできるかどうか確認しよう

市街化調整区域でできるかどうか確認しよう

道路の情報を確認しよう

事例：カフェ・レストラン

事例：ホテル・旅館

事例：ショップ

事例：事務所・アトリエ
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3

どんな活用ができるか

イメージしよう



事 例 ： カフェ・レストラン
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日本の原風景の中の茅葺の古民家を改装して 、

近 くの山々の食材をふんだんに使った料理を堪能する 。

屋外から聞こえる鳥と木々の葉の音とが相まって

なぜか日々の時計もゆっ く り と動いているような

気になって くるから不思議です 。

カフェ・レストラン
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事 例 ： ホテル・旅館
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ホテル・旅館

都会の喧騒から離れ、 自然の中でゆったり過ごす。

朝は目的地もなく、 大自然の中を散策して、

草花やカエルを観察してみる。

気づけば日も傾き、薪を燃やす匂いと香ばしいご飯の炊ける匂い。

身体を湯船でしっかり温めた後は川魚と山菜を堪能する。 そんな茅

葺の宿は、 一度泊まるとリピート間違いなしの贅沢な空間を演出

します。
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事 例 ： シ ョ ッ プ
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ショップ

木の温もりとどこかノスタルジックな雰囲気ただようショップで、 お気に

入りの一品を探してもらう。

はるばる遠くから会いに来てくれた人へ、 ゆったりとしたＢＧＭでおもて

なし。 ついこの間あったばかりなのに妙に嬉しく感じるのも少し離れた

場所だからこそ。
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都市局都市計画課







建 物 の 安 全 性 を

チ ェ ッ ク し よ う

活用する建物に関する

法規制への適合状況を

確認しよう
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安 全 性 チェックの 前 に・・・

平屋建て

であること

延床面積*

が２００㎡以下

であること

昭和２５年以前

に建てられたもの

であること

増改築などを

行っていないこと

全室

採光が確保

されていること*

すべてを満たせば

建物の安全性の

チェックのページへ

全てを満たさない場合は、資格をもった建築士に相談をしよう
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避 難

P２５へ

□煙を抜く窓

□避難距離

□煙を抜く窓

□避難距離

□煙を抜く窓

□避難距離

□宿泊室の避難

火を使う部屋

□燃えにくい内装材

□換気設備

□燃えにくい内装材

□換気設備

□燃えにくい内装材

□換気設備

シックハウス

□換気設備

□建材

□換気設備

□建材

□換気設備

□建材

消防設備

□消火器具

□カーテン等の防炎措置

□非常警報設備

□誘導灯

□消火器具

□カーテン等の防炎措置

□非常警報設備

□誘導灯

□消火器具

□カーテン等の防炎措置

□自動火災報知設備

□非常警報設備

□誘導灯

建物の安全性の目安をチェックしよう

カフェ・レストラン

ショップ

使い方に応じて以下のチェックすべき項目を確認し、該当ページへ

※住宅宿泊事業法に基づく民泊を除く

ホテル・旅館※

事務所・アトリエ

□煙を抜く窓
□燃えにくい内装材

□換気設備

□換気設備

□建材

□カーテン等の防炎措置

□非常警報設備

□誘導灯

P２９へ P３２へ P３４へ
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ペ ー ジ の 見 方

活用にあたって、やるべき事を解説した

ページです。できているかどうか目安を

チェックしましょう。

法規制が適用される
使い方アイコン

用語集
文字の右上にある「 *」は本書内

用語集に説明があります。

※詳しい内容は、資格を持った

　建築士に相談してください。

23



やるべきことアイコン

ペ ー ジ の 見 方

煙を抜く窓 屋外までの
歩行距離

換気設備 シックハウス
対策

自動火災
報知設備

消火器具 非常警報
器具

誘導灯

カーテン等の
防炎措置

燃えにくい
内装材

宿泊室の
避難

適用される法規制です。

それぞれの法規制ごとに詳しい解説ページがあります。
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宿泊室の避難について

部屋から屋外までの歩行距離を測ろう

煙を抜く窓の面積を測ろう

避難 の 安 全 性 を チェックしよう

直接屋外へ

出られる窓

直接屋外へ

出られない窓

窓 ：避難安全確保のために大切な直接屋外へ出られる窓（下図参照）
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2

煙を抜く窓の面積を測ろう

条件に合うか確認しよう01

こんな窓はありますか？ 2    でＮＧとなった事務所・アトリエの居室の場合11

ＮＧの場合『排煙設備*』が必要になります。 ＮＧの場合『排煙設備*』が必要になります。

ただし、事務所・アトリエの場合は     へ。

通
　
路

道　路

:１０ｍ以下 かつ :幅５０ｃｍ以上通　路 ＯＫ!

ふ
す
ま

天井から８０ｃｍ以内

の開放できる部分で

各居室*の面積の

１/５０以上

８０cm

天井

窓のイメージ

ふすまでつながった

２つの居室は

セットで計算できる

共に、すべての居室*について確認しよう。1 2

各居室面積㎡ ×１/５０≦ 窓の面積㎡ ＯＫ!

窓

:避難距離

窓から一番

遠い居室の

角から測る
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部屋から屋外までの歩行距離を測ろう

条件に合うか確認しよう01
直接屋外へ出られる窓がある居室*の場合

経由できる居室

は１部屋まで

ＮＧの場合『非常用照明*』が必要になります。

直接屋外へ出られる窓がない居室 *の場合21

ふすまでつながった

隣の部屋を経由した

距離を測る

ふ
す
ま

３０ｍ以下 ＯＫ!または３０㎡以下

避難距離居室面積

窓から一番遠い

居室の角から測る

各居室から直接

屋外へ避難できる

窓

窓

すべての居室*について確認しよう。

避難距離

居室面積

ＮＧの場合『非常用照明*』が必要になります。

３０ｍ以下 ＯＫ!または３０㎡以下

すべての居室*について確認しよう。
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宿泊室の避難について

条件に合うか確認しよう01

居室の出口から屋外

まで８ｍ以下で避難

・居室の出口の扉

・避難経路に面する他の

　居室の扉

は手を離したら勝手に

閉まる扉に

建築物全体の条件

直接屋外へ出られる窓がある居室

ＮＧの場合『防火上主要な間仕切壁 *』が必要になります。

手を離したら勝手に閉まる扉８ｍ以下かつ ＯＫ!

ＯＫ!
直接屋外へ出られる窓のない居室

ＮＧの場合『防火上主要な間仕切壁 *』が必要になります。

1 居室ごとの条件2

居室
納戸

（非居室）

居室居室

居室の面積の合計が

１００㎡以下

居室面積の合計

居室面積の合計 ㎡ ≦ １００㎡ ＯＫ! 2 へ進む

窓 窓

窓

すべての居室*について確認しよう。

避難距離

28



換気設備を設置しよう

燃えにくい内装材を使おう

IHコンロのみを使う場合は対象外

を使う部屋火
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燃えにくい内装材を使おう

何のために必要？01
かまど、いろり、ガスコンロなど火を使う部屋を燃えにくい

内装材で仕上げることで、火災の拡大や煙の発生を減少さ

せます。

準不燃材料

どうすればいい？02
準不燃材料*で火を使う部屋の壁と天井を仕上げましょう。

燃えにくい内装材で仕上げる範囲

木材は全体の１/１０

の面積までＯＫ

準不燃材料

不燃垂壁

床

コンロ

内
側

燃えにくい内装材で

仕上げる範囲

火源

天井
５０ｃｍ以上

１/２ｈ以上（火源より）

ｈ

断面図

イメージ写真

部屋全体ではなく、不燃垂壁*で火を使う場所の上を一定

範囲覆うことで、燃えにくい内装材を使う範囲を減らせ

ます。

燃えにくい内装材を使う範囲を
減らせます

03
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換気設備を設置しよう

何のために必要？01
燃焼に伴う有毒ガスを排出して新鮮な空気を取り

入れるために換気設備が必要です。

ど んな換気設備が必要？02
計 算 式 に よって 算 出され る 必 要 換 気 量 以 上 の

能力をもった換 気設備を設 置しましょう。

必 要 な 換 気 量 は 換 気 設 備 の 仕 様 、設 置 場 所 に

よって変わります。

V：必要換気量（ｍ３/ｈ)        

K：理論排ガス量（ｍ３/ｋＷ・ｈ又はｍ３/ｋｇ）

 　都市ガス、プロパンガスの場合：０.９３（ｍ３/ｋＷ・ｈ)

 　まきの場合：８.８４(ｍ３/ｋｇ)

 　木炭の場合：９.３３(ｍ３/ｋｇ)

Q：燃料消費量

 　都市ガス、プロパンガスの場合

 　：設置する機器のカタログに書かれている数値を参照（ｋｇ)

 　まきの場合：1時間当たりに消費するまきの量（ｋｇ/ｈ)

 　木炭の場合：1時間当たりに消費する木炭の量（ｋｇ/ｈ）

これらの数値を当てはめて計算しましょう

換気扇の場合

家庭用フードの場合

Ｖ=２０×Ｋ×Ｑ

Ｖ=３０×Ｋ×Ｑ

Ｖ=４０×Ｋ×Ｑ

業務用フードの場合

断面図

断面図

断面図
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シックハウス対策をしよう

ックハウス対策シ
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シックハウス対策をしよう

シックハウス対策とは？ 換気設備はありますか？01

02

建築材料から発散される化学物質による頭痛、吐き気な

どの健康被害（シックハウス症候群）を防ぐため、原因物

質を発生させる建築材料は使える面積が制限されます。ま

た、原因物質を２４時間屋外へ排出する換気設備が必要

です。

外気に常時開放された開口部が一定面積以上あればシック

ハウス対策の換気設備の設置が免除されます。

居室*の大きさや使い方で必要換気量が変わります。計算式

によって算出された必要換気量以上の能力を持った換気設

備を設置し、２４時間換気しましょう。

換気設備が必要のない場合があります

化学物質の種類によって使用できる建材の量が決まります

が、「Ｆ☆☆☆☆*（フォースター）」と記載のある建築材料

については面積の制限はありません。

そのため、新しい建築材料を使用する場合は

「Ｆ☆☆☆☆ *（フォースター）」と記載のあるものを使用

しましょう。

新 しい建築材料を使う場合

Ｖ：必要換気量（ｍ３/ｈ)        

ｎ：換気回数*（回/ｈ)

   住宅の場合…０．５

   住宅以外の場合…０．３

Ａ：居室*の床面積*（ｍ２）

ｈ：居室*の天井の高さ(ｍ)

Ｖ=ｎ×Ａ×ｈ

居室*の床面積*×１５/１０,０００≦常時開放された開口部の面積

【設置免除の条件】

03

33



誘導灯

非常警報設備

自動火災報知設備

カーテン等の防炎措置

防設 備 ： 初 期 消 火 や 火 災 を 知 ら せ る た め の 設 備

消火器具

消
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消火器具

消火器具って？

こんな場合に必要

01

02

初期段階の火災の消火に使うもので、

代表的なものは消火器です。

◯カフェ・レストランの場合

◯ショップ・ホテル・旅館で延べ面積が１５０ｍ２以上の場合

ど こに必要？03
建物内のわかりやすいと

ころに置いてください。

歩行距離で２０ｍ以内に

１本置いてください。

特殊な加工を施しており、炎を近づけても

燃えにくい材質のカーテンです。

どんなカーテン？01

その建物内で使うすべてのカーテンや

じゅうたん等が該当します。

どこに必要？02

カーテン等の
防炎措置

火災の発生をいち早く知らせるもので、

火災時の熱や煙、炎を感知し、ベルなど

の警報音で早期の避難を促します。

自動火災報知設備って？01

基本的にはすべての部屋に、押入れ等

の小さなスペースにも必要です。

どこに必要？02

自動火災報知設備
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ベルや サイレンの音で火災の発生を知らせるもの

です。代表的なものは非常ベルで、押しボタンでベル

を鳴らします。

非常警報設備って？01

◯カフェ・レストランで、収容人数が５０人以上の場合

◯ショップ・ホテル・旅館で収容人数が２０人以上の場合

こんな場合に必要02

ベルの音がよく聞こえるとされる

２５ｍに１台必要です。

※小さな建物であれば不要となる

場合もありますので、詳細は消防局

予防部査察課（裏表紙：相談窓口一

覧参照）まで問合せてください。

どこに必要？03

誘導灯

誘導灯って？

どこに設置するの？

01

02

火災が起こった時などに安全に避難する

方向を示すものです。

部屋の出口や直接外に出られる扉、

又は避難経路上にある扉の付近に設置します。　

非常警報設備

※窓の少ない場合必要です。

（避難に支障がないと判断さ

れる形状であれば不要となる

場合がありますので、詳細は

消防局予防部査察課（裏表紙：

相談窓口一覧参照）まで問合せ

てください。）
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必 要 な 手 続 き
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手続きをしましょう

都市計画法 * に基づく手続きで、建物の用途変更 * が都市計画法 * に

適合しているかをチェックします。用途変更 * の場合、建築許可 * と

なることが多いですが、区画形質の変更 * がある場合は開発許可*

となります。

建物の用途変更により必要となる消防用設備等の種類・設置
箇所、届出書類、消防検 査のスケジュール 等の必 要な手 続き
について、消防局予防部査察課（裏表紙：相談窓口一覧参照）
まで問合せてください。

都市計画法 * の 手 続 き 消防法 * の手続き

ど ん な 場 合 に 必 要 ？01
市街化調整区域 *で用途変更 *する場合必要です。

誰が手続きする？02
測量図や計画図が必 要となりますので、建 築 士
などが代理者となることが一般的です。
申請書の提出先は市役所です。

手続きはどのくらいお金がかかるの？03
申請敷地の面積などによって異なります。
※１０００ｍ２未満の自己用住宅で下記の場合

開発許可*（都市計画法第２９条）申請 ８,６００円
建築許可*（都市計画法第４３条）申請 ６,９００円

詳細は都市局都市計画課（裏表紙：相談窓口一覧参照）

まで問合せてください。
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神 戸 市 指 定 景 観 資 源 の

茅 葺 民 家 に 暮 ら す
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神戸市指定景観資源

神戸市指定景観資源

神戸市指定景観資源

指定を受けた建物には、景観形成助成制度により
　・屋根の葺き変えやその他管理計画に基づく修理等
　・茅葺民家の活用に向けた事業化検討や耐震改修
　・テナント入居者への初動期の賃料
といった事業費の一部について、
助成を受けることができます。
詳細は神戸市景観政策課まで。

神戸市
景観政策課HP





文化スポーツ局文化財課
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